
資料９８－２ 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会

社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変

更の認可（網終端装置に係る接続メニューにおける新

たな区分の追加）について 

（諮問第３１１９号） 
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令和元年８月22日 

情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

  部会長  川 濵  昇 殿 

接 続 委 員 会 

主 査  相 田  仁 

報 告 書 

令和元年６月21日付け諮問第3119号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。  

記 

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気

通信設備に関する接続約款の変更の認可（網終端装置に係る接続メニューにおけ

る新たな区分の追加）については、諮問のとおり認可することが適当と認められ

る。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりで

ある。 

以上 
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３
 

 

意
見
 

再
意
見
 

考
え
方
 

修
正
の
 

有
無
 

効
果
は
限
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
 

大
手
事
業
者
を
中
心
に
、
PP
Po
E
の
平
均
ト
ラ
ヒ
ッ
ク

の
伸
び
が
鈍
化
し
た
と
の
資
料
も

N
TT

東
西
か
ら
は
示

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
現
状
の
増
設
基
準
が

十
分
で
あ

る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

I
P
o
E
へ
の
移
行
の
方

針
の
有
無
は
事
業
者
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
し
、
当
協
会

の
複
数
の
会
員
か
ら
も
、
混
雑
し
て
い
る

NT
E
は
ト
ラ
ヒ

ッ
ク
が
頭
打
ち
に
な
っ
て
増
え
な
い
の
で
、
統
計
上
伸
び

が
鈍

化
し

て
見

え
る

の
で

は
な

い
か

と
の

指
摘

が
あ

り

ま
し
た
。
事

業
者

に
よ

っ
て
は

N
T
E
が
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
帯
域
制
御
装
置
を
導
入
し
て
ト
ラ
ヒ

ッ
ク
を
抑

制
し

て
い

る
場

合
も

あ
り
ま

す
が
、
こ
の
場
合

も
統

計
上

、
ト

ラ
ヒ

ッ
ク

の
伸

び
は

鈍
化

し
て

見
え

ま

す
。
 

よ
っ
て
、
今
回
の
取
り
組
み
と
並
行
し

て
、
す
べ
て
の

事
業
者
に
対
す
る
増
設
基
準
の
緩
和
、
さ
ら
に
は
ト
ラ
ヒ

ッ
ク

ベ
ー

ス
へ

の
移

行
も

進
め

ら
れ

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

ま
た
、
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
増
加
に
対
応
し

て
、
イ
ン
タ
フ

ェ
ー
ス
が

1
0G
b
p
s
な
ど
、
現
在
よ
り
も

容
量
の
大
き
い

N
T
E
を
設

け
る

な
ど

の
対

応
も

必
要
で

す
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
骨
子
に
も
示
さ
れ

て
い
る
通
り
、

N
T
T

東
西

が
ト

ラ
ヒ

ッ
ク

の
状

況
に

対
応

し
て

適
切

な

対
応
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
総
務
省
に
は
引
き

続
き
注
視
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

今
回
、
N
T
E
の
台

数
が

東
西
各

3
0
台
ま
で
は
、
増
設

基
準
を

3
00

セ
ッ
シ
ョ
ン
に
大
幅
に
緩

和
す
る
こ
と
が

盛
り
込
ま

れ
ま
し
た
が
、
3
1
台

目
の
増

設
は
、
最
初
の

1

台
か

ら
通

常
の

増
設

基
準

が
適

用
さ

れ
る

た
め

（
2
0
19

年
6
月

2
7
日

N
T
T
東

西
の
説

明
会
で

の
説
明
）
、
例
え

ば
3
0
台
が

ギ
リ

ギ
リ

「
満

員
」

と
な
っ
た
場
合
、
利
用

的
な

デ
ー

タ
に

つ
い

て
は

今
後

も
定

期
的

に
総

務
省

に

対
し
て
報
告
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
こ
と
、
現
在
よ
り
も

容
量
の
大
き
い
網
終
端
装
置
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
要

望
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
要
望
内
容
に
応
じ
て

金
額
・
条
件

等
を
具
体
化
の
上
、
協
議
を
行
う
こ
と
、
Ｉ
Ｐ
ｏ
Ｅ
方
式

に
お

い
て

も
接

続
事

業
者

と
の

新
た

な
Ｐ

Ｏ
Ｉ

増
設

に

係
る
要
望
に
関
す
る
協
議
を
踏
ま
え
、
順
次

、
Ｐ
Ｏ
Ｉ
の

増
設
に
取
組
ん
で
い
く
こ
と
等
、
今
後
と
も
接
続
事
業
者

と
連

携
し

て
ト

ラ
ヒ

ッ
ク

増
へ

の
対

応
を

行
っ

て
い

く

考
え
で
す
。
 

な
お
、
網
終
端
装
置
が
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
で
ト
ラ
ヒ
ッ
ク

の
伸
び
が

鈍
化
し
て
い
る
と
の
ご
指
摘
に
つ
い
て
、
ト
ラ

ヒ
ッ

ク
増

に
対

す
る

帯
域

制
御

装
置

の
導

入
な

ど
の

Ｉ

Ｓ
Ｐ
事
業

者
の
対
応
に
連
携
し
て
、
当
社

も
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業

者
が

必
要

な
網

終
端

装
置

の
増

設
が

行
え

る
よ

う
取

り

組
ん
で
い
く
考
え
で
す
が
、
仮
に
、
網
終
端
装
置
が
ボ
ト

ル
ネ

ッ
ク

と
な

っ
て

い
る

よ
う

な
実

態
が

あ
る

の
で

あ

れ
ば
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
側
か
ら
具
体
的
な

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
デ

ー
タ
を
ご

提
示
い
た
だ
き
、
改
善
に
向
け

た
協
議
を
進
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
考
え
で
す
。
 

ま
た
、
当
社
は
今
後
も
Ｐ
Ｐ
Ｐ
ｏ
Ｅ
方
式
・
Ｉ
Ｐ
ｏ
Ｅ

方
式

各
々

の
動

向
等

を
含

む
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

全

体
の
状
況

を
踏
ま
え
、
網
終
端
装
置
を
流

れ
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事

業
者
毎
の

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
状
況
や
、
Ｉ
Ｓ

Ｐ
事
業
者
か
ら

の
増
設
申
込
状
況
等
の
個
別
状
況
を
確
認
し
た
上
で
、
継

続
し
て
当
社
と
接
続
す
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
と
協
議
の
上
、

そ
の
ご
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
増
加
す
る
ト
ラ
ヒ
ッ

ク
に

対
応

可
能

と
な

る
よ

う
な

更
な

る
セ

ッ
シ

ョ
ン

基

準
の

見
直

し
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
考

え

で
す
。
 

本
メ
ニ
ュ
ー
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
当
社
に
お
い
て
３
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５
 

 

意
見
 

再
意
見
 

考
え
方
 

修
正
の
 

有
無
 

キ
ッ
ト
）」

の
構
造
で
は
、「

有
線
L
A
N及

び
無
線
LA
N」

は
、

バ
ラ
ン
ス

良
く
導
入
す
る
べ
き
と
、
私
し

個
人
は
思
い
ま

す
。
 

（
個
人
（
意
見
２
と
同
一
の
方
））

 

 ○
 

デ
ー

タ
駆

動
社

会
に

向
け

て
通

信
効

率
化

を
寄

与
す

る
接
続
約
款
の
修
正
の
検
討
を
頂
き
、
一
国
民
と
し
て
感

謝
し
ま
す
。
賛
成
の
立
場
で
、
す
こ
し
異
な
る
論
点
と
な

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
将
来
の
た
め
の
、
ア
イ
デ
ア
を

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
活
用
で
き
る
部
分
が
あ
れ

ば
幸
い
で
す
。
 

デ
ー

タ
ト

ラ
フ

ィ
ッ

ク
の

量
の

２
４

時
間

変
化

で
み

る
と
、
早
朝
と
夜
の
間
で
４
倍
程
度
の
差

異
が
あ
る
と
聞

き
ま
す
。
 

デ
ー

タ
を

用
い

た
サ

ー
ビ

ス
で

は
安

定
し

た
瞬

時
通

信
速
度
（
＝
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
速
度
）
の
実
現
が
重
要
と
な

り
ま
す
が
、
実
際
の
通
信
速
度
は
、
昼
休
み
や
夜
間
な
ど

に
非
常
に
遅
く
な
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

電
力
品
質
の
指
標
と
し
て
は
、
 

契
約
電
力
（
k
W
）
 

電
力
量
（
k
Wh
/
月
）
 

周
波
数
変
動
（
H
z）

 

電
圧
（
V
）
 

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
電
力
分
野
で
は
、
周
波
数
や
電
圧
の

一
定
範
囲

に
保
つ
よ
う
に
法
律
で
定
め
、
公
的
な
送
配
電

会
社

が
い

ろ
い

ろ
な

設
備

を
用

い
運

営
し

て
お

り
、

ま

た
、
監
督
官
庁
で
あ
る
監
視
等
委
員
会
が
、
問
題
が
な
い

か
確
認
す
る
仕
組
み
を
つ
く
り
、
国
民
に
安
定
的
な
電
力

イ
ン
フ
ラ
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
。
 

一
方
、
通
信
業
界
の
通
信
品
質
の
指
標
と
し
て
は
、
 

最
大
伝
送
速
度
（
M
b
p
s）
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７
 

 

意
見
 

再
意
見
 

考
え
方
 

修
正
の
 

有
無
 

（
個
人
計
６
件
）
 

め
、

担
当

部
署

に
適

切
に

情
報

提
供

が
な

さ
れ

る
こ

と
が
適
当
と
考
え
ま
す
。
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（案） 

 

 

情 郵 審 第 ＊ 号   

  令 和 元 年 ８ 月 ＊ 日   

 

 

 総 務 大 臣 

   石 田  真 敏 殿 

   

 

 

                      情報通信行政・郵政行政審議会 

                       会 長   多 賀 谷 一 照 

 

 

 

答 申 書 

 

 

 令和元年６月21日付け諮問第3119号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のと

おり答申する。 

 

 

記 

 

 

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関

する接続約款の変更の認可（網終端装置に係る接続メニューにおける新たな区分の追加）につ

いては、諮問のとおり認可することが適当と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれらに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。 

 

以上 

 

印 
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東
日
本
電

信
電
話
株
式
会
社

及
び

西
日
本
電

信
電

話
株

式
会

社
の

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
接

続
約

款
の

変
更
の
認
可
申
請
に
関
す
る
説
明

（
網
終
端

装
置
に
係
る
接
続
メ
ニ
ュ
ー
に
お
け
る
新

た
な
区

分
の
追

加
）

令
和

元
年

８
月
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1
網
終
端
装
置
に
係
る
接
続
メ
ニ
ュ
ー
に
お
け
る
新
た
な
区
分
の
追
加
に
つ
い
て

網
終

端
装

置
に

係
る

接
続

メ
ニ

ュ
ー

に
つ

い
て

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

ト
ラ

ヒ
ッ

ク
の

増
加

に
対

応
す

る
た

め
、

地
域

事
業

者
向

け
の

新
た

な
区

分
を

設
け

る
。

•
こ

れ
ま

で
N

T
T
東

日
本

・
西

日
本

に
お

い
て

は
、

IS
P

事
業

者
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
装

置
の

大
容

量
化

等
、

様
々

な
メ

ニ
ュ

ー
を

提
供

し
て

き
て

お

り
、

直
近

に
お

い
て

も
、

以
下

の
対

応
が

行
わ

れ
て

い
る

。

・
2
0
1
8年

４
月

：「
自

由
に

増
設

が
可

能
と

な
る

網
終

端
装

置
メ

ニ
ュ

ー
（
D

型
）」

提
供

開
始

・
2
0
1
8
年

６
月

：
網

終
端

装
置

の
増

設
基

準
の

見
直

し
を

実
施

（
基

準
セ

ッ
シ

ョ
ン

数
の

20
％

引
下

げ
）

•
一

方
で

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

ト
ラ

ヒ
ッ

ク
は

依
然

と
し

て
増

加
傾

向
に

あ
り

、
今

後
も

増
加

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
更

な
る

対
応

と
し

て
、

N
T
T
東

日
本

・
西

日
本

か
ら

、
IC

T
の

普
及

を
促

進
し

地
域

活
性

化
を

期
待

さ
れ

て
い

る
地

域
事

業
者

の
ニ

ー
ズ

に
応

え
る

べ
く
、

増
加

す
る

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
ト

ラ
ヒ

ッ
ク

に
柔

軟
に

対
応

可
能

で
あ

り
、

か
つ

利
用

し
や

す
い

網
終

端
装

置
の

新
た

な
接

続
メ

ニ
ュ

ー
を

追
加

す
る

と
の

表
明

が
あ

っ

た
。

•
具

体
的

に
は

、
現

に
利

用
し

て
い

る
C

型
等

・
C

-2
0
型

等
の

台
数

（増
設

基
準

あ
り

の
メ

ニ
ュ

ー
の

台
数

に
限

り
、

利
用

を
開

始
し

て
い

な
い

が
利

用
の

申
込

み
を

行
っ

た
台

数
を

含
む

。
）が

別
で

定
め

る
台

数
（
30

台
と

す
る

こ
と

を
予

定
。

）を
超

え
な

い
場

合
に

は
、

網
終

端
装

置
の

増
設

基

準
を

緩
和

（
3
0
0セ

ッ
シ

ョ
ン

と
す

る
こ

と
を

予
定

）す
る

と
の

こ
と

で
あ

る
。

•
N

T
T
東

日
本

・
西

日
本

は
、

こ
の

よ
う

な
取

組
や

IP
o
E
へ

の
移

行
を

柔
軟

に
組

み
合

わ
せ

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
全

て
の

区
分

の
IS

P
事

業
者

（
地

域
/
中

堅
/
大

手
）

が
今

後
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
ト

ラ
ヒ

ッ
ク

の
増

加
に

対
し

て
柔

軟
に

対
応

可
能

と
な

る
と

し
て

い
る

。

※

※

※
大
手

事
業

者
：
全
国
提
供
か
つ

IP
o
E
を
主
力
と
し
て
い
る
事
業

者
中

堅
事

業
者

：
全
国
提
供
か
つ

P
P
P
o
E
を
主
力
と
し
て
い
る
事
業

者
地

域
事

業
者

：
特
定
エ
リ
ア
で
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
し
て
い
る
事

業
者
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7
今
後
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
増
加
へ
の
対
応
に
つ
い
て

事
業

者
区

分
事

業
者

数
今

後
の

ト
ラ

ヒ
ッ

ク
増

加
の

大
胆

な
予

測
値

を
踏

ま
え

た
想

定
さ

れ
る

対
応

東
西

地
域

事
業

者
１

５
２

４

・
網

終
端

装
置

に
係

る
新

メ
ニ

ュ
ー

で
帯

域
使

用
率

改
善

可
能

・
現

時
点

に
お

い
て

も
、

帯
域

使
用

率
が

低
く
、

現
行

装
置

で
対

応
可

能

・
ＩＰ

ｏ
Ｅ

事
業

者
よ

り
ロ

ー
ミ

ン
グ

提
供

を
受

け
て

お
り

、
ＩＳ

Ｐ
の

経
営

判
断

と
し

て
ＩＰ

ｏ
Ｅ

接
続

を
推

進

中
堅

事
業

者
１

１
１

３

・
網

終
端

装
置

に
係

る
新

メ
ニ

ュ
ー

で
帯

域
使

用
率

改
善

可
能

・
現

時
点

に
お

い
て

も
、

帯
域

使
用

率
が

低
く
、

現
行

装
置

で
対

応
可

能

・
ＩＰ

ｏ
Ｅ

事
業

者
よ

り
ロ

ー
ミ

ン
グ

提
供

を
受

け
て

お
り

、
ＩＰ

ｏ
Ｅ

接
続

の
利

用
を

柔
軟

に
組

み
合

わ
せ

な
が

ら
対

応
⇒

結
果

的
に

移
行

元
で

あ
る

Ｐ
Ｐ

Ｐ
ｏ

Ｅ
の

ス
ル

ー
プ

ッ
ト

も
改

善
可

能

大
手

事
業

者
９

８

・
自

身
が

ＩＰ
ｏ
Ｅ

事
業

者
と

し
て

、
ＩＰ

ｏ
Ｅ

接
続

を
推

進

・
ＩＰ

ｏ
Ｅ

事
業

者
よ

り
ロ

ー
ミ

ン
グ

提
供

を
受

け
て

お
り

、
ＩＳ

Ｐ
の

経
営

判
断

と
し

て
ＩＰ

ｏ
Ｅ

接
続

を
推

進
⇒

結
果

的
に

移
行

元
で

あ
る

Ｐ
Ｐ

Ｐ
ｏ

Ｅ
の

ス
ル

ー
プ

ッ
ト

も
改

善
可

能

・
N

T
T
東

日
本

・
西

日
本

か
ら

今
後

の
ト

ラ
ヒ

ッ
ク

増
加

に
対

応
す

る
方

向
性

を
今

後
の

大
胆

な
予

測
値

と
と

も
に

聴
取

し
た

と
こ

ろ
、

次
の

と
お

り
。

・
新

た
な

区
分

に
適

用
さ

れ
る

増
設

基
準

（以
下

「
新

メ
ニ

ュ
ー

」
と

い
う

。
）に

よ
り

相
当

の
改

善
が

見
込

ま
れ

る
と

と
も

に
、

新
メ

ニ
ュ

ー
が

適
用

さ
れ

な
い

接
続

事
業

者
に

お
い

て
も

、
ＩＰ

ｏ
Ｅ

等
に

よ
り

改
善

さ
れ

て
い

く
見

込
み

で
あ

り
、

ど
の

区
分

の
接

続
事

業
者

も
柔

軟
に

対
応

可
能

に
な

る
と

の
説

明
が

な
さ

れ
た

。

※
１

１
Ｇ

b
p
sの

ア
ク
セ
ス
ラ
イ
ン
を
収
容
可
能
な
網
終
端
装
置
を
利
用
す
る
ＩＳ

Ｐ
事
業
者

※
２

3
6
か
月

分
の
デ
ー
タ
を
使
用
し
た
単
回
帰
式
に
よ
り
機

械
的
に
算
定
し
た
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
数
を
用
い
て
帯
域
使
用
率
を
予
測
。

帯
域

使
用
率
は
、
１
時
間
毎
計
測
値
に
よ
る
日
毎
ピ
ー
ク
値
の
１
か
月
平
均
。

※
３

ＩＰ
ｏ
Ｅ
接
続
予

定
事
業
者

数
を
含

む
。

※
１

※
３

新
メ

ニ
ュ

ー
が

適
用

さ
れ

る
接

続
事

業
者

の
う

ち
、

３
年

後
の

帯
域

使
用

率
が

5
0
％

以
下

の
者

：
約

９
割

5
0
％

超
7
0
％

以
下

の
者

：約
１

割
（
い

ず
れ

も
東

西
合

計
）※

２

委
員

限
り
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１ 

審 査 結 果 
（網終端装置に係る接続メニューにおける新たな区分の追加について） 

  

電気通信事業法施行規則（昭和 60年郵政省令第 25号。以下「施行規則」という。）、第一

種指定電気通信設備接続料規則（平成 12年郵政省令第 64号。以下「接続料規則」という。）

及び電気通信事業法関係審査基準（平成 13年１月６日総務省訓令第 75号。以下「審査基準」

という。）の規定に基づき、以下のとおり審査を行った結果、諮問第 3115号について IP網終

端装置に関する部分が案のとおり答申された場合において、本件申請における改正規定のう

ち、附則第２項の規定中「３ヶ月」を「６ヶ月」にしたときは、認可することが適当と認め

られる。 

審  査  事  項 審査結果 事 由 

１ 施行規則第 23 条の４第１項で定める箇所にお

ける技術的条件が適正かつ明確に定められてい

ること。（審査基準第 15条(1)ア） 
－ 

変更事項なし 

２ 接続料規則第４条で定める機能ごとの接続料

が適正かつ明確に定められていること。（審査基

準第 15条(1)イ） 

適 

接続料は接続料規則第４条に規定する機

能に基づいて定められており、かつ、接続料

は適正かつ明確に定められている※と認めら

れる。 

※諮問第 3115 号について IP 網終端装置に関する部

分が案のとおり答申された場合において、本件申

請における改正規定のうち、附則第２項の規定中

「３ヶ月」を「６ヶ月」にしたとき。 

３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信

事業者及び当該指定電気通信設備とその電気通

信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に

関する事項が適正かつ明確に定められているこ

と。（審査基準第 15条(1)ウ） 

－ 

変更事項なし 

４ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信

事業者の別が適正かつ明確に定められているこ

と。（審査基準第 15条(1)エ） 
－ 

 変更事項なし 

５ 施行規則第 23 条の４第２項で定める事項が適

正かつ明確に定められていること。（審査基準第

15条(1)オ） 

 

 

適 

【施行規則第 23 条の４第２項第１号及び第

１号の２に係る事項】 

変更事項なし 

【施行規則第 23 条の４第２項第１号の３に

係る事項】 

 関門系ルータの増設に係る基準及び条件

について、適正かつ明確に定められていると

認められる。 

【施行規則第 23 条の４第２項第２号から第

12号までに係る事項】 

 変更事項なし 

６ 接続料が接続料規則に定める方法により算定

された原価に利潤を加えた金額に照らし公正妥

当なものであること。（審査基準第 15 条(2)） 
－ 

変更事項なし 

７  接続の条件が、第一種指定電気通信設備を設置

する電気通信事業者がその指定電気通信設備に

自己の電気通信設備を接続することとした場合
適 

 自己の電気通信設備を接続することとし

た場合の条件に比して不利なものとする旨

の記載は認められない。 
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２ 

の条件に比して不利なものでないこと。（審査基

準第 15条(3)） 

８  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取

扱いをするものでないこと。（審査基準第 15 条

(4)） 
適 

特定の電気通信事業者に対し不当な差別

的取扱いをする旨の記載は認められない。 
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